
平成21年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

平成21年９月８日（火） 

                                          

（午前９時31分 開議） 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は22人で定足数に達し

しております。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において16番 中谷晉君、

20番 中上君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中西峰雄君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番７、７番 中谷和史君。 

〔７番（中谷和史君）登壇〕 

○７番（中谷和史君）おはようございます。 

 ただ今議長のお許しをいただきましたので、

本日トップバッターを務めさせていただきた

いと思います。 

 2009年度９月議会一般質問を始めさせてい

ただきます。 

 この夏の前半は、日照不足になるほど雨が

多く、水不足の心配はなかったのですが、そ

の分各地で集中豪雨の被害が出ました。特に

山口県の防府市の被害や兵庫県佐用町での洪

水被害は記憶に新しいところです。また、８

月22日に市役所の防災訓練に参加させていた

だき、清水・南馬場の平谷池から西畑のごん

ぼ塾の畑を見て、地滑り地近くの日霊の滝付

近を歩いてまいりました。平谷池の堤は良く

手入れされていますが、見ていてあのゲリラ

的集中豪雨がこの橋本市で降ったらどうなる

のかと考えたとき、また近く予想される東南

海地震が発生した場合の懸念につき、今回特

に最近整備の手が入りにくくなっていると聞

きますため池に焦点を当て、以下質問いたし

ます。 

 防災の観点から、集中豪雨のような大雨や

地震などに備え、かんがい用ため池等の安全

を確保するため、堰堤などの整備状況を把握

しておく必要があると思いますが、本市の取

り組みについてお伺いいたします。 

 橋本市には大小650を超すかんがい用ため

池がありますが、池を管理していただいてい

ます水利組合構成員の就農者の減少や高齢化

に伴い、十分な管理や整備が難しくなってい

るのが現状であると聞きます。市のほうでは

堰堤及び池の状況についてどの程度把握され

ていますか、お伺いいたします。 

 最近では、池の排水路近くまで人家が存在

する地域があり、防災の観点からも堰堤の調

査状況把握を行い、危険箇所把握と整備修復

を図ることが必要であると思いますが、お考

えをお伺いいたします。 

 続きまして、ひとたび風が起こるとこうな

るよという小選挙区制のシステムそのままに、

小泉・郵政選挙の裏返しのような鳩山・政権

交代選挙となり、16年ぶりに自民党が下野し

ましたが、新政権になりさらに地方分権の流

れが加速すると思われます。 

 その場合、政府は基礎自治体の大きさを人

口10万から30万人規模が妥当で、全国700から

800自治体を考えていると思いますが、紀北地

域の中心都市として、本市の取り組みについ
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てお伺いいたします。 

 一つは地方分権、民主党のマニフェストで

は地域主権と書かれておりますが、それに対

する基本的なお考え及び取り組みについてお

伺いいたします。 

 次に、紀北地域の中心都市橋本市としての

考え、基本的なスタンス及び取り組みについ

てお伺いいたします。 

 さらに、総務省の進める定住自立圏構想に

ついて以前の議会でも取り上げましたが、基

本的なお考え及びその後の取り組みについて

再度お伺いいたします。 

 これをもちまして、１回目の質問とさせて

いただきます。よろしくご答弁のほどお願い

いたします。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君の一

般質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）おはようございます。 

 ７番 中谷和史議員の御質問にお答えをい

たします。 

 本市の地方分権に対する基本的な考え方と

しましては、基礎的自治体が対応可能な事務

事業の権限と財源が移譲され、国から地方へ

の事業別補助金が廃止され、効率的に財源を

活用できる一括交付金が交付されることとな

ります。この地方分権の流れを、本市としま

しては受け身ではなく主体的に取り組んでま

いりたいと考えてございます。 

 権限と財源が移譲されれば、地域のことは

地域で決めることができることとなり、橋本

市長期総合計画に基づき、本市の将来像「時

間ゆたかに流れ くらし潤う創造都市 橋

本」の実現に向けたまちづくりを一層推進し

てまいります。 

 次に、紀北地域の中心都市としての考え、

基本的なスタンス及び本市の取り組みについ

てでありますが、本市は紀北地域でも都市の

インフラが着々と整備されつつある市と考え

ております。現在、長年の課題となっていま

した保健福祉センターの建設に向けた取り組

みや、橋本市交通バリアフリー基本構想に基

づく橋本駅のスロープやエレベーターの設置

並びに橋本駅周辺の整備も進めております。

また、保護者のニーズに対応した認定こども

園も開園いたしたところであり、さらに平成

16年には最新医療機器を導入した地域の拠点

病院として橋本市民病院が小峰台に開業を見

たところであります。 

 今後は、企業誘致により若者たちが安心し

て橋本で生活できるよう職住近接のまちづく

りを進めるとともに、天空の高野山を含め、

伊都地方の自治体と横断的な連携をもって、

観光開発などにぎわいのある紀の川中流域圏

の核となる都市を目指してまいりたいと考え

ております。 

 次に、定住自立圏構想については、平成21

年３月31日現在で16団体が中心市宣言をして

おり、宣言都市においては圏域の中心となる

中心市の都市機能と周辺市町村の環境、歴史、

文化などの魅力を活用し、その集約とネット

ワーク化により相互に役割を分担し、定住の

受け皿となる自立圏域の形成を進めていると

ころでございます。 

 本市においても地方分権が進む今日にあっ

て、急速な少子高齢化や地方分権の加速化に

よるニーズの多様化、さらに橋本周辺広域市

町村圏組合での諸課題を解決し、活力あるま

ちづくりを進めていくためには、市民が定住

し、魅力あふれる自立した圏域を創造してい

くことは大変重要であります。 

 そのため、定住自立圏構想について調査研

究をしてまいりましたが、中心市となるため

には昼夜間人口比率すなわち昼間人口に対す

る夜間人口の割合が１以上であることの要件
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を橋本市は満たしていないことが大きな課題

となっているため、その要件を解除、または

特例措置の要望を県を通じて国のほうに働き

かけをしていくことを検討しております。 

 橋本伊都地域で人口定住のため必要な生活

機能を確保するため、相互に役割分担し、本

市が中心市となる定住自立圏構想をさらに調

査、研究し、中心市宣言に向けて努力してま

いりますので、ご指導、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 なお、残余の件については担当参与よりお

答えさせます。 

○議長（中西峰雄君） 

 経済部長。 

〔経済部長（山本重男君）登壇〕 

○経済部長（山本重男君）かんがい用ため池

等についてのご質問にお答えいたします。 

 ご指摘のとおり橋本市内には約650カ所の

ため池が存在します。このため池の状況につ

いてはほとんど把握していないのが現状です。

水利組合より改修要望が出されたため池につ

いては、順次改修を行っております。 

 平成21年度において、このうち159カ所のた

め池について南近畿土地改良調査管理事務所

が主体となり、関係市町とともに紀の川流域

のため池に関するアンケート調査を実施しま

した。内容については現状の把握や維持管理

内容、水利用、防災等の課題、さらに将来ど

のような整備要望を持っておられるのかをお

聞きし、その一層の活用と保全に役立てるこ

とを目的にアンケート調査をいたしました。 

 この調査については、比較的受益面積の大

きいため池の調査でありますので、残りのた

め池についても調査をしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、防災の観点からも堰堤の調査状況把

握を行い、危険箇所の整備修復を図ることが

必要であるとのことでありますが、下流部に

民家や公共施設等が存在し、洪水等の影響が

大きいため池は、和歌山県水防計画書の中に

橋本市では27カ所を定めています。また、た

め池点検マニュアルで管理、点検のポイント

の方法等を記載し、各ため池管理者に配付を

して、異常があれば市の方へ連絡をいただき、

協議してまいりたいと考えております。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷君、再質問

はありますか。 

 ７番 中谷君。 

○７番（中谷和史君）ご回答ありがとうござ

います。それでは、まずため池の方から再質

問させていただきたいと思います。 

 今、県の水防計画の方でまず27カ所、橋本

市が指定されてということで、その状況を把

握していただいているという答弁をいただい

たんですけれども、指定してその後どうなる

というような、27カ所を指定して水防計画上

どうなるかという内容をちょっとお答えでき

たらお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）和歌山県の水防計

画書の中に27カ所のため池が定められており

ます。これにつきましては、ため池の下流部

に民家や公共施設等がありまして、防災上重

要な箇所だと位置付けられております。ただ、

この27箇所については重要なため池であるわ

けでございますが、これが即危険なため池で

あるとは判定されておりません。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）いや、その重要なとこ

ろと位置付けされて、定期的に点検を県がし

ていただくとか市がしているとか、そのあた

りのところをお伺いしたいなと思います。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）現在その27カ所に

つきましては調査を行っておりますが、これ
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からも、和歌山県水防計画書に記載されてい

る27カ所につきましては、地域防災計画に緊

急避難体制を想定いたしましたハザードマッ

プの作成をするように、関係部署と協議しな

がら作成していきたいというように思ってお

ります。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）ありがとうございます。

実は大変今気になっているところが１カ所ご

ざいまして、371号、ずっと拡幅工事をやって

いるところの上を上っていきまして、倉谷池

がありまして、その上の塩谷池、あそこが２

個で１個、セットになっている池なんですけ

れども、上の塩谷池の堰堤、今あそこは通行

どめになっていますので、あの奥に上られた

方は多分あまりおらんかと思いますけれども、

国道の重みでかどうなのか、堰堤が崩れかけ

て長いことブルーシートをかぶしたままにな

っております。もしあそこが、実は一月ほど

前に行って、先日もこの質問をするときに再

度行ってきたんですけれども、ちょっと堰堤

の膨らみが大きくなっておる。そんな中でブ

ルーシートも入れ換えておられましたので見

ているのは見ているんだなと安心したんです

けれども、ああいう形であそこが、もし塩谷

池が切れますと下の倉谷池は多分そのまま崩

壊する、どっと水が入ったら。そうするとそ

の下の向副地区の方にどっと水が流れていく

可能性があると思いますけれども、そういう

のがちょっと気になりましたので今回こうい

う質問になったわけですけれども、あそこの

修繕、改修の予定とかめどとか、その辺はも

う立っておられるんでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）倉谷池の上池の修

復のめどということでございますが、塩谷池

は堤防、国道371線に認定されております。災

害につきましては、国道の側溝があふれまし

て被災したものでございまして、応急工事に

つきましては和歌山県が施工しております。

この堤防は、国道の拡幅計画もありまして平

成22年度に施工すると聞いております。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）確かに、堰堤の上をま

ともに国道が走っておるのであれも国道の管

理になるのかと思いますけれども、拡幅され

る22年度まで、22年度の早い時期であれば来

年の４月とかとなるんでしょうけれども、大

丈夫かなという気が大変いたします。そのあ

たりを一度確認をお願いしたいなと。非常に

あそこが危険度が高いなと。それでいろいろ

考えますと、今非常に高齢化が進んでおりま

して、もう一カ所向副にスリコミ池というの

があってそこの堰堤がもう崩れかけておりま

して、この間それをこの21年度で余水吐の排

水口を修繕していただいたということを聞い

て、農林の方も結構やっていただいているん

だなということで安心はしておるんですけれ

ども、各池の方の管理が本当に行き届いてい

ないのではないかなと。その中で先ほどご答

弁いただいたようにほとんど把握していませ

んという状況の中で、今後どのように把握し

ていくか。必要ないということであればあれ

なんですけれども、多分その把握は絶対必要

だと思いますので、そこら辺のところを部長

のご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）将来的にどうする

のかということだと思うわけでございますが、

橋本市の農業従事者の平均年齢が64歳と高齢

化が進む中で、ため池が宅地化されてどんど

ん受益地が減少していくというような状況に

なっております。高齢化が進みまして池の管

理も十分されていないのが現状でございます。 

 そういった中で整備、改修を行っていかな

ければなりませんが、まずは159カ所をアンケ
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ート調査をしたわけでございますが、残りの

約500ある池につきましてもアンケート調査

をしたいと考えております。この159カ所のア

ンケート調査した池の管理者に点検マニュア

ルという冊子をお配りいたしまして常時点検

していただくというように、もう既に配付を

させていただいております。また、残りの約

500の池につきましてもこの点検マニュアル

を配付いたしたいというふうに考えておりま

す。実際の整備、改修につきましては、工事

に対する負担金が必要になってきます。この

負担金についてご了解のいただけた水利組合

について整備、改修を行っているというのが

現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）全体としてアンケート

調査であったり緊急的に今急いで整備せない

かんようなところがないのかということの調

査はぜひしていただきたいなというふうに思

います。 

 実は今の倉谷池の上の塩谷池、上池の話で

すけれども、下の倉谷池は水を今危険に備え

て抜いておるような感じなんですけれども、

上の池が全然水が満水のままであると。ほか

の事情もあるのかもわかりませんけれども、

私の想像ではひょっとしたら水を抜くための

樋の位置がよくわからなくなっているんじゃ

ないかなと。樋が抜けれへんので昔の木でつ

くった樋であったりしましたら、なかなか、

潜って泳いでいって樋を抜かないかんなとい

うようなことがあると思います。 

 実は私が一般質問の通告書を出した後に、

９月１日の夕刊、毎日新聞なんですが、決死

の素潜り、決壊とめたというような記事が出

ております。これは福岡県の直方市の７月の

集中豪雨で池が満水になって決壊のおそれが

出て、地元の消防団がどうするかと言ってい

たときに、引退した消防団の方でスキューバ

ダイビングを趣味にされている方がおられて、

おれが潜るよということで池の樋を抜きに潜

って抜いていただいたと。それで池の決壊を

防げたというような話があるんですけれども、

恐らくそういう池がたくさんあると。 

 今、高齢化でなかなか池の堰堤へ、草を刈

りに行くのがもう、年間整備されていても草

を刈るのが精いっぱいというようなところで、

樋の整備、また年に一遍ぐらい池を干して中

の泥を取ってという作業ができていない池が

たくさんある。大小いくつかあるんで大きく

堰堤の高い、危険の度合いにもよりますけれ

ども、そういう池はできれば斜樋というのか

底樋というのか、腐りにくいステンレスなん

かでハンドルを回せば、あるいはボタンを押

せば自動で樋が抜けるような整備をするのが

急務でないかなと考えるんですが、ああいう

樋を一つつくると、一般の池で何ぼぐらいか

かるものかとか、あるいはしゅんせつしたら

どの程度というのはある程度わかりますかね。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（山本重男君）ため池の樋の改修

につきましては、いろいろステンレスでやる

とか鋳鉄でやるとかといろいろあると思いま

すが、仮にステンレス製の斜樋で鋳鉄のスラ

イドゲートを設置、底樋をヒューム管という

ことで改修した場合でございますが、先ほど

の塩谷池のクラスの池で約概算2,000万円程

度は必要になってくるかと思われます。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）今１カ所2,000万円とい

うお話をいただいたわけですけれども、そう

なるともう恐らく地元負担じゃ無理だと思い

ます。しかもやはり緊急放流というのは非常

に重要なあれになってくると思うので、池の

底まで抜けるような樋でなくてもいいと思う

んで、2,000万円もかからない程度の、緊急的
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に入ってくる水以上にある程度抜けるよと、

あふれないよというような、余水吐を大きく

しておけばそれはそれでいいというような話

なんでしょうけれども、そういうような整備

を今後何らかの施策の中で考えていっていた

だきたいと思うんですが、それは市長、もし

ご意見がございましたら一回ちょっと。 

○議長（中西峰雄君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）中谷和史議員の再質問

にお答えしたいと思いますが、非常に農業そ

のものが斜陽産業に追い込まれてきた事実、

高齢化が進んでおるということ、そういうこ

とから本当にため池の維持管理が難しくなっ

てきたのは事実であります。しかし、農業用

ため池ということも重要な役割を果たしてお

り、今後ともしなければならないと思います

けれども、防災上の問題とか火災とか、そう

いうことに対しての調整池的な役割も非常に

大事ではないかなと思っておるわけでありま

すが、一応さらにご指摘いただいております

件については県の農林部とも十分、一回現地

も、大事なやつ見ていただいて、そして手遅

れのないように、人命にかかわる問題という

ことも今後判断しなければなりませんし、私

も大分あちこち出歩くのが好きで市内の主立

った池は端から端まで皆知っていますけれど

も、大分中心鋼が弱っておるんですよ。昔か

らちゃっとつくった中心鋼の堰堤の、これが

老朽しておるという事実は、近世の間では大

中心鋼に入れ換えということ、これはやっぱ

りいくら経費がかかってもまた民主党にお願

いして、全部きちっとやれるように努力して

まいりたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）ありがとうございます。 

 民主党の対応はどうかとしまして、市長の

ほうから前向きなご答弁をいただきましたの

で、ぜひ本当に年に一つでも結構ですので一

個一個池を、少なくとも緊急のときに抜いて

いけるような、決壊のおそれのあるところか

らやっていただいたら結構かなと。地震で堤

が割れるのはある程度仕方ないとは思うんで

すけれども、そのときでも緊急放流でかなり

の被害が防げると思いますので、よろしくお

願いします。 

 今、市長の口から防災の観点から、あるい

は消防の防火用水のと、あるいは洪水を防ぐ

ための一時ダムみたいな形の話が出ましたけ

れども、この辺の池の管理、まず27カ所の重

要な場所について、これは市民安全課もしく

は消防の方できちっとそれは連携がとれてお

るのかどうか、とりあえずお伺いいたします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）今現在のため池の

管理状況等々につきましては、経済部長がご

答弁させていただいたとおりでございまして、

総務部市民安全課といたしましては、橋本市

の水防計画ということの中で27カ所というこ

と、各箇所の貯水量等も含めまして情報把握

させていただいておりまして、消防署とも今

後も連絡等については十分協力はしていく必

要があるかと考えております。 

○議長（中西峰雄君）消防長。 

○消防長（森 正克君）総務部長の言われた

とおり、同じように水防計画27カ所危険を有

する箇所について記載しておりますので、今

言われたのと一緒でございます。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）ありがとうございます。 

 そういうことで、いずれにしましても池の

場合はやはり地元の消防団、これが一つのキ

ーポイントになってこようかと思いますので、

ぜひそこらの連携のほうをよろしくお願いし

たい。昨日の同僚議員、23番議員も言ってい

ましたように、ここは知っているんやけど市
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民安全課は知らんよとか、市民安全課は知っ

ているけど消防は知らんよというような、横

の連携がとれていないようなことのないよう

に、ぜひ前後の連携をとっていただいてやっ

ていただきたいなと。できればやはり27カ所

については避難マップとか、この場合はこう

するよというマニュアルのようなものをつく

っておく必要があると思うんですが、再度総

務部長にご答弁いただけたらと思います。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）確かに過去にも私

も経験しているんですが、大雨とか台風等、

学文路地内でたしか水が抜けない中であふれ

てしまうということで、ポンプで排水に行っ

た記憶もあるわけでございます。そうしたこ

とで、今後地元区長さんはじめ自主防災会

等々も含めまして、そうした今後の万が一の

ときの避難訓練等、マニュアルが、どういう

やり方がいいのかというようなことも今後機

会あるごとに自主防災会等々、区長さんとも

議論していきたいというように考えておりま

す。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）ありがとうございます。 

 恐らく地元も待っていると思うんで、その

辺の話をぜひしていただいて、修繕のほうは

経済部のほうで、危険のほうは市民安全課と

総務部、また消防のほうでぜひよろしくお願

いしたいなということで、要望でよろしくお

願いいたします。 

 次に、地域主権という形で、非常にこれか

ら市長の言われるように権限と財源がこちら

の基礎自治体のほうに回ってこようかなと。

非常に前向きなご答弁をいただきましたので、

もうそれで結構なんですけれども、ただ先ほ

ど市長も言われたように、昼間人口の問題が

やはりあります。それについて県、正式なル

ートとしては当然県のルートを通してという

ことになるかと思いますけれども、せっかく

いろんな国会議員が９人も和歌山から出てい

るわけですし、総務省の特例措置を依頼する

とか、前回質問させていただいてからずっと

そのことを私、個人的にも国会議員にも言っ

ていましたけれども、市のほうにも言ってい

たと思うんですが、そこらの取り組み状況に

ついてちょっとお伺いしたいなと思います。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）言っていますよう

に、昼夜間人口の比率といいますのが、橋本

市の場合0.84、これは国勢調査の結果でござ

いますけれども、そういうことで条件から外

れているということでございます。そういう

ことで、このことで何とかしてくださいよと

いうことだけで県へ協議しに行ったとか文書

を出したというのはまだございません。ただ、

市長村課との会合がある中で、どうにかなら

ないのかなという話をした中では、今の現状

がこういうことなので非常に難しいよという

ことは言われています。そういうことで、正

式な特例措置に向けての具体的な行動という

のはまだ起こしていないような状況です。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）0.84ということで非常

に難しい部分があるのかなという気はするん

ですけれども、ぜひ公式、非公式に働きかけ

ていただいて指定のとれる方向で、というの

は20年ほど前の地方拠点都市法のときに橋本

が出遅れたと。御坊に先に、提案したのは橋

本のほうが早かったはずなんですけれども、

二階さんの力もあったのか、御坊が先につく

られた。300億円ほどの特例の交付金がついて

おったんですね。橋本も後で遅れていったの

で、最初私その辺はあまり政治の世界にかか

わっていなかったのでよくわかりませんけれ

ども、ちょっと遅れたということもありまし

た。今回ぜひ、これが恐らくそれにかわる措
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置であろうというような気が私もしています

ので、後々の合併特例債が終わった後の財源

の措置も見据えたときに、やはり定住自立圏

で伊都郡の雄としての橋本市という動きをし

っかりアピールしておく必要があると思うん

で、ぜひ前向きに動いていただきたいなとい

うふうに思います。 

 市長の答弁の中にもございましたけれども、

広域圏組合の中でもなかなか話がまとまりに

くい、難しい話も、確かに協定を結ばないか

んという１点難しいところはあるわけですけ

れども、それによって橋本市がリーダーシッ

プをとって受け皿として自主的に決めていけ

るというメリットは大変大きいと思いますの

で、そこのところで再度しっかり取り組んで

いただくよう、市長もぜひ再選に向けて頑張

っていただきたいと思いますので、再度ご答

弁いただいて終わりにしたいと思いますが、

よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）昼間人口の問題を指摘

されておりますけれども、やはり私がいつも

申し上げているように、しっかり足腰強いま

ちづくりをしないとだめなんですよね。今は

ひ弱いんですよ。出稼ぎです、大方。そんな

ことで私も動向を調べてみましたら、人口で

合併したとき約７万人、６万9,960人ほどです

から７万人、最近では６万8,500人。だいたい

年間500人前後減っておるんですよね。減り方

が大きいんですよ。国から見て微増しておる

んだったら見通しが立ちますよ。かなりの勢

いで減っておるのが事実なんです。それを分

析してみますと、自然の増減、去年の20年度

は出生人数が478人、死亡者数が667人、差し

引き189人ですか、自然の増減で約200人ほど

減っておるということ。20年度の社会の増減

を見てみますと、転入者数が1,145人、転出者

数が1,568人、働く場所がないから、あるいは

その他の事情もあるでしょう。400人あまりが

出ていっておるわけですね。これが大きいん

ですよ。この数字を見たら、拠点都市や何や

かやと言うたかって、何言うてんのよと。な

かなか難しいんです。 

 私はこれらを是正するために、当初、きの

うも十分話はさせていただいていますけれど

も、やはりしっかりとしたまちをつくり、見

通しを立ててその数字がしっかりとしたもの

を国へ上げていかないと、なかなか何とかや

ってよというぐらいではとてもやないけど難

しい問題を抱えておるわけでございます。非

常に懸念をしておりますのに、学校の卒業生

の大半が出ていくんですよ。これをとめるよ

うな方策を、それをしないと、勉強せないか

ん、教育に力をつけないかんというのは私も

百も承知しています。力つけてどんどん出て

いく、出ていくのも仕方ないと思うんですけ

れども、それをやはりうまくとめて郷土愛に

燃えて、そして地域で一定の、高額所得まで

いかんでもかなりの所得者がどんどん生まれ

てくるようなまち、そういう見通しをやはり

きちっと議会と我々とで組み立てて、そして

太いパイプでそれがいけるならば、これはま

た政府与党のほうへ強い馬力で頼んでいくと

いうこと。そうせんと、今の数字ははっきり

言って尻すぼみですよ。違いますか。皆さん

は一々そういうことを私が言わなくてもわか

っていると思いますけれども、文書にだけ残

しておきます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）市長から非常に力強い

言葉とまた我々議会も頑張れということで、

私が言って代表してしゃべるわけにはいきま

せんけれども、議会挙げて与党へ陳情の折は

回らせていただくということで、ぜひ本当に
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前向きに進んでいただいて、良い市にしてい

ただきたいということを要望いたしまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、７番 中

谷和史君の一般質問は終わりました。 

 この際、10時30分まで休憩いたします。 

（午前10時16分 休憩） 
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